
第 27 期 第１回世話人会議事録 
                         会長 中村敏昭 

 
日 時 2023 年 5 月 7 日 午前９時～12 時 20 分 於：八ヶ岳自然文化園小研修室 
出席者 中村会長 小清水副会長 廣田 田中 杉田 原島 安藤 増田 石原 
                                 （敬称略） 
 
会議前（9:10~10:15）フォレストリゾート株式会社（以降、FR 社）新代表平澤俊一氏 駒
木管理事務所所長が来席され、挨拶いただいた。 
平澤代表発言 

① 年初発生の事案を受けて、FR 社の経営を引き継ぐことになりました。建設土木工事
業の泉建設㈱社長をしています。ただ、9 月には退任予定です。4 月就任以来、日が
浅い為、美濃戸別荘地の詳細がまだ把握できていないですが、FR 社事業は駒木所長
（取締役就任）に任せていく考えです。茅野市などとの太いパイプを活かして、美濃
戸別荘地の発展に力を尽くしたい。茅野市北山柏原には「八ヶ岳山野草園」も経営し
ていますが、美濃戸も 50 年前と比べると植生の変化が見られので、植樹も進めたい。。 

② 水道施設大規模修繕工事（以降、水道修繕工事） 
・水道修繕工事が開始されているが工事全般の効率化を図る必要があると考えている。 

予備のポンプが全くないのも問題であり、せめて 1 台は確保しておきたい。。 
・水道修繕工事見直しには多額の費用が掛かるが、今後の資金手当てをどう構築するか

はよく検討したい。金融機関からの借入れで一挙に工事を仕掛けることも金額次第
で利息ばかりが大きくなってしまい、効率的とは言えなくなる。少額で時間を掛けて
工事を行うことも長期的には得策ではないかと考える。(註：この項は、世話人側か
ら『蓼科観光時代の合意覚書に基き、未使用の 2022 年度分積立金を含めて残 1.2 億
円ほどの工事費は地権者拠出で送・配水管全面更新を継続することになるが、その他
に配水池 4 か所の全面更新などで蓼科観光が見積もっていた工事費 6 千万円を遥か
に上回る費用がかかるとみられる。その費用は別荘開発・経営会社が内部留保等を充
てて支弁するものゆえ、今後銀行借入などを臨機に活用して頂く算段をお願いした
い・・』と提起したことに対する返答であった。 見方によっては、水道インフラの
更新費用は開発会社の本源的義務である・・とのテーゼを巧妙にはぐらかしたものと
受け取れる） 

・現行の積立金による水道修繕工事を今年度は実施していく予定だ。 
③ バス道路改修工事 

・舗装の厚みなど構造が現在より大幅に強化される予定。ただ、流水先の処理法など 
は未定の状態だ。今年度には測量が行われ、工事予算確定の下で 2024 年度から 
工事に着手される見込み。 



④  その他 
・世話人要望として、地権者への情報公開や通知・案内を密に行うよう要望した。 

   ・FR 社の収益向上に向けた世話人会提案として、空き区画・老朽化別荘（リフォー
ム）の販売促進強化、カーボンクレジット（二酸化炭素の温室効果ガス削減価値を
企業が権利化して売買）の利用などを話し合った。 
 

世話人会討議 
議題１．第２6 期活動報告（案） （添付資料１．参照）         中村 会長 
                                小清水 副会長 
「FR 社実務関連」 

①2022 年 5 月世話人会出席の西村代表と、世話人との情報交換内容を報告しました。 
 〈水道修繕工事、蓼科観光㈱（以降、TK 社）－FR 社事業譲渡、など〉 

②同 8 月の西村代表情報交換（財産区－FR 社マスターリース契約遅れ、簡易水道事業
免許取得遅れ、バス通り改修工事、ＣＡＴＶ導入に絡んだアンケ―ト結果報告） 

③同 11 月に役員と西村代表意見交換面談（「受益者会」設立構想の功罪について話し
合う。受益者会発想の論理的疑義を指摘し、西村代表が再検討を約束） 

 
「FR 社西村代表事件発生に因る美濃戸別荘地の危機回避」 

①2023 年 1 月 6 日に西村代表が傷害事件（後に傷害致死に訴因変更）を起こし逮捕さ
れた。トップの逮捕で企業存立の危機に見舞われ、且つ、美濃戸地権者の生活権や財
産権に多大な影響を及ぼす恐れが生じたため、それを回避すべく世話人会役員は FR
社引受先企業探しを FR 社関係者に強く要請した。また、生活圏・財産権を守るため
の術を法律事務所と相談する機会を持つなど奔走したが、3 月初旬に引受先企業浮上
の情報を得、中旬には契約締結となったことから、美濃戸高原別荘地最大の危機は防
ぐことができました。 

  
「蓼科観光関連交渉の経過」 

①2022 年度水道修繕工事費積立金の残額が 50 万円と決定し、TK 社から FR 社に振込
み実施された。 

②（該当会員の方々にご報告）管理費値上げ交渉問題が未解決のまま TK 社は昨 2022
年 3 月末で退場となりましたが、代理人弁護士から舞い込む管理費差額督促書に関
して、双方の主張を論じ合う面談の場を今年 3 月 23 日に開いた結果、訴訟が絡む形
にはせず、双方話し合いで和解策を見出すことで一致した。（2023 年 5 月 7 日時点
で合意までは至っていない） 

 
「連絡会内の活動」 



①FR 社誕生の際、世話人会活動のリラックス化が論議されたが、FR 社の力量が不明  
 な状態では、今後の動向は見守るにしても、その評価チェックをすることはとても重

要だ、の意見でまとまりました。 
②美濃戸高原別荘地の名称変更に伴い、連絡会名称を「美濃戸高原別荘地連絡会」から 
 「美濃戸高原連絡会」に変更することで一致し、総会で賛意を得ることにする。 
③2023 年総会は役員改選年であるが、メンバーの高齢化や役員年数が長期化していま

す。世話人会の新たな成り手増員の協力を得ながら、新しい美濃戸高原連絡会を進め
るための役員他役務の当番制などを図ることを視野に話し合っています。  

                              
議題 2． 第 26 期決算報告（案）               事務局 安藤さん 

  会費総額 286,000 円は 220 名分ですが 1 名の方が 13.000 円振込みされ、11700 円が
過納入、会計上雑費にて返納よって会費は 211 名分。 
ＴＫ社弁護士との会談場所の賃料、交通費それぞれ会場費、交通費に計上。 
西村事件対応のため地元弁護士と面談、交通費は交通費に面談費用は行動費に計上。 

 
議題 3． 第 27 期活動方針（案）                    中村会長 

①FR 社進出 1 年未満で起きた代表交代を受け、美濃戸別荘地の運営・管理に対する
ビジョンを一から再確認し、事業及び管理事業の遂行を見守ります。 

 （水道修繕工事 2 年分の実施、同工事の全体プランの見直し構築、同工事積立金推
移の確認） 

  ②TK 社との管理費差額紛争の早期話し合い決着（一部会員の方向け） 
  ③FR 社との交流の場開催要請 ④連絡会活動の PR 促進 ⑤FR 社と地権者関係強化

の下で、世話人会業務活動の簡素化を図り、活動原点（会員相互連絡・親睦、環境
整備の意見交換など）に回帰する施策を進めます。 

 
議題 4． 第 27 期予算（案）                   事務局 安藤さん 
  2023 年度は現在の会員数 224 名で算出。 

ホームページ運営費は 2023 年度は 2 年分サーバー使用料+ドメイン料。 
会場費は世話人会、総会を八ヶ岳自然文化園で行う前提。 
イベント費は今年はＦＲ社と懇親会があるという前提です。 

 
議題 5． 役員他改選の件（交代制の自薦他薦方式を提案）        中村会長 
 ①連絡会役員（任期 2 年）の改選が 8 月総会で行われるが、中村会長（8 年担当）と小

清水副会長（２年半担当）は退任の意思を表明している（世話人には残ります）。最
近の自治会や PTA 活動の近代化流れを見習いつつ、連絡会と世話人会の新しい活動
スタイルを新役員に託していきたい。自治会班長の交代制の如く 2 年交代制を基本に



したい。ただし、TK 社との管理費差額交渉は終結するまで中村会長・小清水副会長
が担当者として継続します。 

  次回 7 月世話人会では候補人選を行いたく考えます。 
 ②石原世話人発言：役員方々の FR 社や TK 社交渉報告は詳細なファイル添付で有難い

が、現代では PTA 活動や自治会活動でも情報伝達には LINE やスマホ利用で伝達す
る時代になっている。世話人会では今でも一部文書配布がされているが、もっと簡素
化や迅速化を図っていく必要があると考えます。 

 
議題 6． 会報美濃戸第 50 号（初夏号）発行の件                 
 ①安藤世話人発言：会報夏号は従来約 1 カ月後に開催する連絡会総会内容とほぼ重複す

る内容が披露されている。「会員投稿」を除けば会長挨拶や連絡会からのお知らせが
主なので、それらの情報は総会案内送付の際に議案と共に表記されていれば済む。事
務処理簡素化の動きの中では発行を省いて良いのではと考える。（一同賛成） 

  
その他発言                                 

① 小清水副会長：新生 FR 社（平澤代表・駒木所長）と FR 社 K 弁護士が、3 月に TK
社代理人 2 弁護士を諏訪まで呼び出し、事業譲渡契約書における水道修繕工事概要
に関する内容食い違いを問題視し説明を求めるなど折衝を始めた模様。送・配水管
距離差や工事単価に関する点が TK 社に対して賠償補填的な動きになる可能性があ
り得るかもしれないが、FR 社に参画を求められても地権者は訴訟の共同原告になる
など介入を避けるべきで、あくまで管理会社間のマターとすべきと考える。 

② 小清水副会長：2017 年に TK 社と連絡会（全地権者）が交わした水道修繕工事第一
期覚書に関する工事費全額地権者負担は遵守すべきものだが、本来は簡易水道事業
法で、将来の水道施設修繕に備えた工事費プールは水道料金の中に含まれていなけ
ればならない。つまり、水道給水事業を含む管理・運営に携わる FR 社は修繕工事
見直しに際してその工事内容・工事費全般の責務を負うことは専管事項だ。しか
し、TK 社がプール金確保をしてこなかったことが、現工事費を地権者が拠出してい
ることに繋がっている。美濃戸別荘地発展・整備のためには、今後も一部工事費負
担を地権者が担うことは已む無き必然となるでしょう。 

 ③安藤世話人発言：総会開催時の出欠・委任状返答（ハガキ）に関して、総会成立の規
定（出席会員・委任状提出会員計で過半数）で要件をクリアするのに常に汲々として
いるので、出欠ハガキに「返答がなかった会員の方は議案に賛成とみなします」と表
記することに了解いただきたい。                  （以上） 

 
※各議題報告は世話人各位のご意見発言を合わせて、一同賛同をいただきました。 

 



第１号議案 

2022 年度（第 26 期） 活動報告（案）・・詳細資料版        

会長 中村敏昭 
 

新型コロナウィルス禍 3 年目となりました昨年度は 5・6・7・10 月世話人会は八ヶ岳自然文化園会場
で開催できましたが、8 月総会と 9 月世話人会はウィルス感染者増加で紙面開催となりました。2022 年
度 4 月からの連絡会世話人会の活動内容を、2023 年早々に発生したフォレストリゾート社代表事件に因
って、危惧された美濃戸別荘地の危機回避に動かれた関係者収束への動きも含めてご報告いたします。 

                         （総会提出用は要約版に簡素化します） 
「フォレストリゾート株式会社（以降、FR 社）」関連 
１．5 月／西村社長、駒木管理事務所長（5 月中旬着任前）が世話人会に来訪し、下記挨拶をされた。 
  ①美濃戸の管理運営の把握に 1 年間時間をいただきたい。 
  ②水道施設大規模修繕工事に関しては送配水管の総距離差のチェックと、送水方式の変更や基本計 

画見直しなどを検討します。総工事費は数億円かかると考えるが、会社が融資を受けることを含 
め、地権者負担額の増加を抑えたい。今年度水道工事は来年度へ順延することが予想される。 

④簡易水道事業免許の蓼科観光からの移譲は手続き遅れで時間を要している。 
２．①TK 社が FR 社に事業譲渡する情報をキャッチした 2021 年 11 月以降の FR 社への接触確認行動を

改めて報告しました。（2022 年度 8 月総会で詳細報告済み） 
②FR 社との新たな「管理等に関する覚書」、「土地転貸借契約書」の条文交渉及び新管理費決定（建

物付き税込 66,000 円、更地同 33,000 円）経過を報告しました。 
③覚書内「簡易水道事業給水規程」に表記のある「受益者会」設立に関しては、地権者・ＦＲ社相互

の議論が重要との考えから導入是非には時間を掛けることにしました。 
３．6 月 4 日（土）／水道施設大規模修繕工事の送配水管総延長距離の差異問題についての確認。 
  （FR 社西村代表、駒木所長、連絡会会長、副会長、事務局長、工事会社信濃住宅設備小林社長同席）。    

2017 年に TK 社と交わした工事覚書にある「送配水管総距離（配水管 8.5km、送水管 1.0km の計
9.5km）」は FR 社の指摘で正確な測量数値ではなく、送配水管距離は凡そ 11.7km になる可能性が
判明した。西村代表からは水道施設大規模修繕工事計画が根底から覆る大問題である故、正確な距離
算出を行い、新たな水道給水システムを構築して地権者負担の軽減を図り、工事ペースを落とさぬ努
力をしたい発言がありました。（2022 年度 8 月総会で中間報告済み。その後の進展はありません） 

４．同日／2021 年度工事が行われた A・K 地区のうち、K 地区はバス通り沿いのみ配管工事が実施され
たが、御柱通り側は未着工。この地区は美濃戸開発時から南北隣接区画の敷地境界部分に沿って配水
管が通っており、その境界側からの給水管接続で水道水を得ている。その形態を両道路側配水管から
敷地内へ給水管接続を行う位置変更工事であるため、工事実施に当たっては新設給水管の距離短縮
などを図り工事費圧縮に努めると、駒木所長から発言がありました。年度内工事は見送られたため、
その後の進展はありません。 

５．毎年度の世話人会開催最初の 5 月と最終 10 月には駒木所長、日程次第で西村代表も出席しての管理



状況等報告をすることで合意しました。 
６．8 月 19 日／私と西村代表間で情報交換を管理事務所で行いました。 
  ①5 財産区と FR 社とのマスターリース契約締結が遅れている理由が、地代算定の食い違い調整と、

財産区会員の承認遅れによると説明がありました。9 月には契約締結の予定と表明。しかし、この
遅れが簡易水道事業者変更手続きに波及し、結果的に水道施設大規模修繕工事 2022 年度分工事着
手が厳しくなり、同時に修繕工事の抜本的計画練り直し作業にも影響が及んでいると説明を受けま
した。連絡会として改めて迅速な処理を要請しました。 

  ②茅野市と FR 社間で協議が中断していたバス通り改修工事計画は、「開発地域における市道認定道
路の維持・管理に関する協定」締結調印がこのほど済み、市との工事資金要請協議を経て以降数年
の工期で開始される予定と説明がありました。その後の新たな連絡はありません。 

  ③会員要請で、美濃戸別荘地に CATV 導入が可能か否かを FR 社がケーブル会社に照会した結果、
地権者全体に希望アンケート調査を実施しました。結果は導入賛同者が著しく少なく、導入費用対
効果の点で NG となりました。（FR 社から通知済み） 

７．10 月 24 日／西村代表と連絡会会長・副会長・事務局長との面談では、水道施設大規模修繕工事に絡
む「受益者会」設立に関しての討議を行いました。西村代表の発言と連絡会反論、その上での結論は
下記の通りです。 

  「西村代表の提示印刷物説明」  
①受益社会メリット／・水道事業者の資金繰りに影響を受けない工事計画が可能・収益法人とならな 

いので収入の 100％を投入可能・所得税、固定資産税は非課税・積立金運営をする受益者会と設備 
管理を受け持つ FR 社の分離独立性が明確になるが、分担金請求・徴収、集計・収支管理などすべ 
ての事務処理は FR が担う 

②受益社会デメリット／・地権者全員の賛同・参加が条件・役員の人選が困難 
③FR 社が受益者会結成に固執する理由／・積立金が FR 社の売上とはならないため、法人税負担を 

免れる・自社の売上となれば償却資産を持つことで固定資産税が課税され、減価償却費負担が年々 
増大する 

  「連絡会側の説明」 
① 地権者が資金を拠出し設備を作り、水道事業者に無償で貸与する形は「利益供与者」というもの

で、「受益者には当たらない」。そもそも水道施設の改修工事資金は簡易水道事業者が将来に備え
て利益からプールすべきもの（簡易水道事業法）であり、地権者が施設改修工事を無期限で担う
などは全く望んでいないことである。 

② 2016 年当時の諏訪税務署と茅野市役所市民税課取材で、受益者会地権者に固定資産税が課せら
れることは確認している。 

「結論」 
①FR 社側の認識不足が露呈し、西村代表は再検討を明言したので受益者会構想は中断しました。 

 
「FR 社代表事件発生に因る美濃戸別荘地の危機回避に動いたご報告」 
１．事件発生のご報告は 1 月 30 日付で、FR 社引受先企業途中報告は 3 月 4 日付でお知らせしましたの

で、割愛させていただきます。 



２．①5 財産区とマスターリース契約を交わしている FR 社代表が拘留されて不在になり、企業の存立・ 
先行きに危機が生じた状況だと判断しました。財産区と FR 社間の契約解除や、取引金融機関が融 
資金の返済を求める措置（貸し剥がし）が取られれば、サブ契約者である地権者の生活権や財産権 
は大変危うくなります。しかしながら FR 社引受先企業探しをしようにも、連絡会が動きようはあ 
りません。 

  ②FR 社の駒木管理事務所長、Y 顧問税理士、西村代表の弁護人にもなった K 弁護士に FR 社引受先 
企業探しを 1 月 19 日に文書と電話で強く要請をし、その後の動静を毎週確認していきました。し 
かし、期待が持てる進展が見られない日々が続きました。 

３．①一方で、FR 社引受先企業が見つからないことを想定して、世話人会として危機を防ぐ手立てが無 
いかを検討しました。会員の小澤弁護士の事務所に相談に伺った後に、茅野や諏訪の地元弁護士事 
務所を探し、情報を共有していた八ヶ岳山荘 F 代表の紹介で諏訪市の S 弁護士事務所を訪れまし 
た。自治体の長である茅野市長へ緊急避難の働きかけなどは難しいとの話がありましたが、S 事務 
所が FR 社経由財産区への地代支払いや FR 社への管理費支払いの「供託先」として関係先に仲立 
ちすることの案を提示されました。目的は両者への支払い義務を会員（ひいては地権者全員）とし 
て果たすことの証となり、且つ支払った金銭の安全を保つための方策で、結果として美濃戸別荘地 
地権者が転貸借契約や管理機能を繋ぎとめることができると判断しました。但し、当然のことなが 
ら、弁護士料 30 万円の提示を受けた次第です。 

  ②3 月末の決算期が迫る中で、上述役務をＳ事務所に依頼するか否かを世話人会の賛同を得た上で会 
員に賛否を問う緊急議案を世話人会に上程しました、なお、弁護士料負担は八ヶ岳山荘さんからの 
一部負担申し出を含めて、一会員あたり 1,000 円の負担をいただく提案内容といたしました。 

   2 月 24 日に世話人会でネット議決を諮りました。連絡会会則で世話人会議決は世話人の 3／4（75％） 
以上の賛成が必要ですが、14 名中 9 人の賛成（約 64％）をいただきましたが、5 人が反対となり 
否決されました。残念ですがこのプランは出来なくなりました。 
美濃戸別荘地の存立が宙に浮くかもしれない状況を、早期にリスクヘッジする策を遂行しようと
したわけですが、連絡会活動に弁護士事務所が絡むことなどが会の活動理念にそぐわないとの意
見も出され、説明・説得の難しさを感じた次第です。 

４．幸いなことに 3 月初旬に入り、FR 社引受先有望企業の浮上が判明しました。昭和 21 年創業の建設 
土木業「泉建設」で茅野市内では同業種 8 番目の業容でした。10 日には FR 社西村代表と泉建設平 
澤代表間で全株式の譲渡契約が結ばれました。FR 社を取り巻く駒木所長、Y 顧問税理士、K 弁護士、 
美濃戸仲介業者の信州土地建物様が水面下で支援をしていただけた結果です。先行きに大きな不安 
を抱えていた中で一件落着し、胸を撫で下ろした次第です。 
 

「TK 社事業譲渡／水道工事積立金残高移管／管理費値上げ交渉／の経過報告」 
１．TK 社が FR 社に事業譲渡する情報をキャッチした 2021 年 11 月以降の TK 社触確認内容を改めて報

告しました。（2022 年度 8 月総会で詳細報告済み） 
２．2021 年度末での水道施設大規模修繕工事費積立金の残高が連絡会把握と TK 社代理人税理士からの

表明金額に大きな誤差が生じましたが、連絡会側が未承知の工事費を積立金から流用したことが明
らかになり。TK 社から 50 万円（税込）が FR 社積立金口座に 8 月に振り込まれました。（2022 年



度 8 月総会で詳細報告済み） 
３．（該当会員の方々にご報告）管理費値上げ交渉問題が未解決のまま TK 社は 2022 年 3 月末で退場と

なりました。その後、TK 社代理人横手弁護士から 4 月末に届いた 2020・2021 両年度分の管理費差
額督促書に対して、連絡会は引き続き主張 5 項目を反論しました。ただ、訴訟をチラつかせる代理人
に対して改めて協議・話し合いの提案をし、先方も承諾したことは昨年総会でご報告した通りです。
しかし先方の業務多忙のためか結局 2023 年 3 月 23 日まで話し合い日程が延び、先方横手弁護士と
私、小清水副会長が東京都内で面談をしました。交渉に於いては、連絡会はこれまで通り、TK 社の
管理費値上げ額の主張が論理的に欠如し、管理規約の値上げ条項などに違反していること、また、主
張の裏付けデータ提示など連絡会が要求した事項に応じなかったこと、加えて管理費に関する約定
は「管理費に関する覚書」だけではなく、転借地権者に係る「土地転貸借契約書」でも別途きちんと
規定されており、改訂条件も管理費覚書以上に厳密に規定されているのに、一連の値上げ交渉を通
じ、この「土地転貸借契約書」上の管理費改訂条項は忘却された如く触れられず協議など一切行われ
ていない事実を指摘しました。 また値上げが法的に認められたと主張するなら正式に改定後の管
理費額を明示した「管理等に関する覚書」、「土地転貸借契約書」を発行し地権者の署名捺印を要求す
べき処、全く準備すらしておらず、即ち値上げ後の改訂契約書はどこにも存在せず法的に有効な契約
書は値上げ前の４万円・2 万円であること、従って差額請求などどこから見ても我々の債務ではない
ことを明確に指摘しました。一方で、争点である差額は金額的に訴訟対象としては余りに些少である
ので、双方にとり訴訟などに進むことは時間、労力、経費等で非効率且つ無意味な争いゆえ避けるべ
きとの見解では一致し、双方歩み寄る努力をする話となりました。連絡会から一定の金額支払いを提
示し、TK 社松島社長と協議してもらうこととなりました。まだ先方からの返答はありません（2023
年 4 月 20 日時点、2022 年度 8 月総会で中間報告済み）。 

 
「連絡会内の活動」 
① 美濃戸別荘地の運営管理で長年苦労を強いられた TK 社が去った今、世話人会活動のリラックス化が

テーマとして論議されました。硬軟含めての発言が出されましたが、FR 社の今後の活動を見守ると
ともに、水道施設大規模修繕工事進行や受益者会設立案など、その評価・チェックをすることは重要
である、との意見になりました。 
結果的に、2023 年 1 月の事件発生で代表者が 3 月に代わったことにより、新 FR 社の運営・管理の
状況は引き続き見守ることが必要となりました。 

② 「美濃戸高原別荘地」の名称が「美濃戸高原フォレストリゾート」に改称したことから、「美濃戸高
原別荘地連絡会」名称変更に関して議論されましたが、「美濃戸」地名が古くから浸透しており、第
26 回総会アンケートでも現状肯定意見が多かったため、表示を短縮化した「美濃戸高原連絡会」に内
定しました。第 27 回総会で賛意を得たいと考えます。 

③ 今年の 2023 年度総会に向け、役員（会長・副会長・事務局長・会計・監事）改選について討議いた
しました。世間で話題になっている自治会や PTA の構成員、役員不足同様に、連絡会世話人会もメ
ンバーの高齢化や役員任期の長期化が生じています。世話人会に新たな成り手増員の協力を得ながら、
新しい美濃戸高原連絡会を進めるため、役員他役務の当番制などを図ることも視野に話し合っており
ます。                                    （以上） 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

第３号議案                

２０２３年度（第 2７期） 活動方針（案） 

  会長 中村敏昭 

■（挨拶文は後送します） 

 

１．「美濃戸高原別荘地進出 1 年を待たずにフォレストリゾート社の経営者が替わる事態になりま

した。昨年度は大きな実績を示せずに終わった形ですので、別荘地の経営・管理に関して改め

てビジョンを伺い、情報交換を密にしながら早期の事業計画遂行を見守りたく考えます」 

ａ. 2022 年度見送りとなった水道施設大規模修繕工事の今年度 2 年分工事の実施。 

ｂ.水道施設大規模修繕工事全体の見直しプランの早期構築を要請していきます。 

ｃ．2022 年度水道工事積立金金額と集金率の確認をします。 

２．「蓼科観光との未解決問題の早期収束に対応します」 

a.管理費差額督促書（一部会員宛）の問題を決着すべく臨みます（対法律事務所）。 

３. 「フォレスト社と会員・地権者との交流の場（イベント）開催を求めて行きます」 

４．「連絡会活動の PR に努めます」 

５．新生 FR 社と地権者関係強化の下で、世話人会業務活動の簡素化を図り、「連絡会」活動原 

（会員相互連絡と親睦を図り、環境整備の意見交換など）に回帰する施策を進める。 



美濃戸高原別荘地連絡会事務局
安藤 晋二

（単位：円）

科　　目 予算額① 決算額② 差額②－① 摘　　要

前年度繰越金 172,342 172,342 0

２０２２年度会費 296,400 286,000 ▲ 10,400 会員総数224　211名分 前納5 未納8 

会費未納分回収 0 2,600 2,600 2名分

　　 会費前納分 0 1,300 1,300 1名分

他年度分合計会費 16,900 0 ▲ 16,900

会　費　合　計 313,300 289,900 ▲ 23,400

利息 0 0 0

合　　　　計 485,642 462,242 ▲ 23,400

（単位：円）

科　　目 予算額③ 決算額④ 差額③－④ 摘　　要

事務局基本経費 60,000 60,000 0 事務局専従（書類の印刷・発送）経費

ホームページ運営費 10,000 2,968 7,032 ドメイン料

行動費 20,000 15,830 4,170 諏訪圏域弁護士との面談

交通費 60,000 30,616 29,384 諏訪圏域弁護士との面談　2名

会場費 20,000 23,491 ▲ 3,491 八ヶ岳自然文化園世話人会、弁護士面談

通信費 120,000 105,833 14,167 議事録、資料等の郵送

会報 30,000 27,620 2,380 会報の製作、郵送

消耗品費 30,000 21,123 8,877 封筒、プリンターインク

イベント費 20,000 0 20,000 該当無し

備品 0 1,456 ▲ 1,456 温度計

雑費 0 13,740 ▲ 13,740 会費の返納、振込票印刷費等

支　出　合　計 370,000 302,677 67,323

次年度繰越金 115,642 159,565 ▲ 43,923

合　　　　計 485,642 462,242 23,400

2023年○月○日

上記の通り、相違ありません。
会計担当

監査の結果、間違いありません。
監　　　事

美濃戸高原別荘地連絡会　２０２２年度(第26期)決算書（案）
（自：2022年4月1日、至：2023年3月31日）

収　入　の　部

支　出　の　部



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(自：2023年4月1日　至：2024年3月31日）

（単位：円）

科　　目 予算額① 前年度決算額② 差額①－② 摘　　要

前年度繰越金 159,565 172,342 ▲ 12,777

２０２３度会費 291,200 286,000 5,200 1,300円×224名分

他年度分会費ほか 10,400 3,900 6,500

利息 0 0 0

収　入　小　計 301,600 289,900 11,700

合　　　　計 461,165 462,242 ▲ 1,077

（単位：円）

科　　目 予算額③ 前年度決算額④ 差額③－④ 摘　　要

事務局基本経費 60,000 60,000 0 事務局専従（書類の印刷・発送）経費

ホームページ運営費 50,000 2,968 47,032 サーバー使用料2年分、ドメイン使用料

行動費 20,000 15,830 4,170

交通費 30,000 30,616 ▲ 616

会場費 20,000 23,491 ▲ 3,491 本年度は世話人会総会文化園にて開催

通信費 120,000 105,833 14,167

会報 30,000 27,620 2,380

消耗品費 30,000 21,123 8,877

イベント費 20,000 0 20,000 会社との懇親会の費用等

備品 0 1,456 ▲ 1,456

雑費 10,000 13,740 ▲ 3,740

支　出　合　計 390,000 302,677 87,323

予　備　費 71,165 159,565 ▲ 88,400

合　　　　計 461,165 462,242 ▲ 1,077

　　　　　　　2023年5月1日

美濃戸高原別荘地連絡会事務局
安藤 晋二

美濃戸高原別荘地連絡会　２０２３年度(第27期)予算書（案）

収　入　の　部

支　出　の　部


